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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三

号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用

管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

２
の

に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（１）

な
お

職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は

同
性
に
対
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る

。

、
、

３
の

柱
書
き
中
「重
要
で
あ
る

。

」
の
下
に
「そ

の
際

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
の
原
因
や
背
景

（１）

、

に
は

性
別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
言
動
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

こ
う
し
た
言
動
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
セ
ク
シ

、
、

ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
効
果
を
高
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

。

」
を
加

え
、
同

の
イ
の
①
中
「方

針
を
規
定
し

」
の
下
に
「

当
該
規
定
と
併
せ
て

」
を
加
え
、
「内

容
と
併
せ

」
を
「内

（１）

、

容
及
び
性
別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
言
動
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
の
原
因
や
背
景
と
な
り
得
る
こ

と
を

」
に
改
め
、
同
イ
の
②
及
び
③
中
「内

容
及
び

」
の
下
に
「性

別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
言
動
が
セ
ク
シ
ュ
ア
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ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
の
原
因
や
背
景
と
な
り
得
る
こ
と
並
び
に

」
を
加
え
る
。

３
の

の
ロ
中
「行

う
よ
う
に
す
る
こ
と

。

」
の
下
に
「例

え
ば

、放
置
す
れ
ば
就
業
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

（２）
る
場
合
や

性
別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
言
動
が
原
因
や
背
景
と
な
っ
て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
じ
る

、

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る

。

」
を
加
え
る
。

３
の

中
ハ
を
ニ
と
し
、
同

の
ロ
柱
書
き
中
「及
び
被
害
を
受
け
た
労
働
者

（以
下

「被
害
者

」と
い
う

。

）に

（３）

（３）

対
す
る
措
置

」
及
び
「そ

れ
ぞ
れ

」
を
削
り
、
同
ロ
の
①
中
「

被
害
者
の
労
働
条
件
上
の
不
利
益
の
回
復

」
を
削
り
、

、

同
ロ
の
②
中
「措

置
を

」
の
下
に
「行

為
者
に
対
し
て

」
を
加
え
、
同
ロ
を
ハ
と
し
、
同
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。ロ

イ
に
よ
り

職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
じ
た
事
実
が
確
認
で
き
た
場
合
に
お
い
て

、

は
速
や
か
に
被
害
を
受
け
た
労
働
者

（以
下

「被
害
者

」と
い
う

。

）に
対
す
る
配
慮
の
た
め
の
措
置
を
適

、

正
に
行
う
こ
と

。

（措
置
を
適
正
に
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
例

）
①

事
案
の
内
容
や
状
況
に
応
じ

被
害
者
と
行
為
者
の
間
の
関
係
改
善
に
向
け
て
の
援
助

被
害
者
と
行
為

、
、

者
を
引
き
離
す
た
め
の
配
置
転
換

行
為
者
の
謝
罪

被
害
者
の
労
働
条
件
上
の
不
利
益
の
回
復

管
理
監

、
、

、

督
者
又
は
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
に
よ
る
被
害
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
へ
の
相
談
対
応
等
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と

。
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②
法
第
１
８
条
に
基
づ
く
調
停
そ
の
他
中
立
な
第
三
者
機
関
の
紛
争
解
決
案
に
従
っ
た
措
置
を
被
害
者
に
対

し
て
講
ず
る
こ
と

。


	「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について.pdfから挿入したしおり
	1226解釈通達一部改正の改め文.pdf
	別紙１.pdf
	別紙２.pdf
	別紙３.pdf
	参考資料１.pdf
	参考資料２.pdf


